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教 育 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 3 1年 ３ 月 2 9日  

高 知 県 教 育 長  伊 藤  博 明  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ６ 号  

高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 の 一 部 を  

改 正 す る 規 則  

第 １ 条  高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 （ 昭 和 4 7

年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 １ 条 中 「 平 成 1 0年 1 2月 文 部 省 告 示 第 1 7 6号 」 を 「 平 成 2 0年

３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 2 8号 」 に 改 め る 。  

付 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 平 成 3 1年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 3 4年 ３ 月 3 1日 ま で の 間 に 高 等 学

校 に 入 学 す る 生 徒 に 関 す る 特 例 ）  

３  平 成 3 1年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 3 4年 ３ 月 3 1日 ま で の 間 に お い て

高 等 学 校 の 第 １ 学 年 に 入 学 す る 生 徒 （ 同 日 前 に 高 等 学 校 に 入

学 し 、 同 一 の 学 年 に 在 学 す る こ と と な っ た 生 徒 を 含 む 。 ） に

関 す る 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の

規 定 中 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 と あ る の は 「 総 合 的 な 探 究 の

時 間 」 と す る 。  

第 ２ 条  高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 平 成 2 0年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 2 8号 」 を 「 平 成 2 9

年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 6 4号 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条  高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 平 成 2 1年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 3 4号 」 を 「 平 成 3 0

年 ３ 月 文 部 科 学 省 告 示 第 6 8号 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 中 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 を 「 総 合 的 な 探

究 の 時 間 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定 は

平 成 3 3年 ４ 月 １ 日 か ら 、 第 ３ 条 の 規 定 は 平 成 3 4年 ４ 月 １ 日 か ら 施

行 す る 。  

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則  

◎ 高 知 県 立 中 学 校 及 び 高 等 学 校 教 育 課 程 実 施 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則  

 


